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常任委員会審査レポート
　

議
案
第
１
号
、
第
４
号
、
第
５
号
及
び

第
８
号
は
原
案
可
決
。

　

陳
情
第
６
号
は
不
採
択
と
な
り
ま
し
た
。

●
議
案
第
１
号
【
令
和
元
年
度
大
網
白
里

市
一
般
会
計
補
正
予
算
】

問　

介
護
保
険
特
別
会
計
か
ら
の
繰
入
金

２
，
６
８
９
万
５
，
０
０
０
円
に
つ
い
て

の
詳
細
は
。

答　

平
成
30
年
度
の
最
終
的
な
予
算
に
対

し
て
、
介
護
保
険
や
通
所
サ
ー
ビ
ス
な
ど

の
実
際
に
支
払
っ
た
金
額
等
の
差
額
の
精

算
に
伴
い
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

●
議
案
第
４
号
【
職
員
の
分
限
に
関
す
る

手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
】

問　

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に

か
か
わ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
市
の
関
係

条
例
と
し
て
は
６
条
例
か
。

答　

条
例
と
し
て
は
６
条
例
で
あ
る
が
、

こ
の
ほ
か
規
則
や
規
程
等
に
つ
い
て
改
正

が
必
要
と
な
る
も
の
も
あ
る
の
で
、
見
直

し
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

●
議
案
第
５
号
【
大
網
白
里
市
職
員
定
数

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て
】

問　

国
保
大
網
病
院
の
職
員
の
定
数
引
き

上
げ
に
つ
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
が
充
実
す
る

こ
と
は
良
い
事
で
あ
る
と
思
う
が
、
そ
の

分
人
件
費
が
か
か
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

答　

医
療
ス
タ
ッ
フ
が
充
実
し
な
け
れ
ば
、

充
実
し
た
医
療
提
供
が
で
き
ず
、
患
者
も

来
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。
一
方
で
、
増

員
に
伴
う
財
源
も
当
然
必
要
と
な
る
が
、

今
回
は
医
療
供
給
体
制
の
人
的
充
実
を
最

優
先
に
考
え
た
も
の
で
あ
る
。

●
議
案
第
８
号
【
大
網
白
里
市
基
本
構
想

を
議
会
の
議
決
す
べ
き
事
件
と
し
て
定
め

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
】

問　

地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
、
議
会

の
議
決
が
必
要
で
は
な
く
な
っ
た
が
、
あ

え
て
議
決
事
項
と
す
る
理
由
は
。

答　

総
合
計
画
は
、
ま
ち
づ
く
り
の
将
来

像
や
方
向
性
を
定
め
る
上
で
大
変
重
要
な

計
画
で
あ
り
、
市
民
の
代
表
で
あ
る
議
会

の
議
決
を
得
る
こ
と
で
市
全
体
の
総
意
に

基
づ
き
策
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
た
め
、

議
決
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

●
陳
情
第
６
号
【
小
湊
鐵
道
バ
ス
の
運
賃

値
下
げ
を
求
め
る
陳
情
】

◦
陳
情
趣
旨
に
つ
い
て
は
理
解
で
き
る
も

の
の
、
民
間
企
業
に
対
し
て
、
市
議
会
と

し
て
運
賃
値
下
げ
を
求
め
る
こ
と
は
難
し

く
、
仮
に
値
下
げ
の
申
し
入
れ
を
し
た
場

合
、
今
後
ど
の
よ
う
な
影
響
が
発
生
す
る

の
か
分
か
ら
ず
、
路
線
撤
退
も
あ
り
得
る

と
い
う
状
況
の
中
で
は
採
択
で
き
な
い
。

つ
い
て
】

問　

条
例
改
正
の
周
知
に
つ
い
て
は
、
ど

の
よ
う
に
行
う
か
。

答　

11
月
の
市
広
報
紙
に
掲
載
す
る
ほ
か
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
周
知
を
行
う
予
定

で
あ
る
。

●
議
案
第
９
号
【
大
網
白
里
市
子
育
て
交

流
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て
】

問　

管
理
、
運
営
は
、
株
式
会
社
オ
ー
エ

ン
ス
が
行
う
こ
と
と
な
る
と
思
う
が
、
具

体
的
に
ど
の
よ
う
な
管
理
を
し
て
い
く
考

え
か
。

答　

児
童
セ
ン
タ
ー
、
学
童
保
育
、
子
育

て
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
事
業
の
実
施
、

建
物
や
敷
地
の
施
設
の
維
持
管
理
も
含
め

て
一
体
的
に
管
理
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
る
。

●
議
案
第
11
号
【（
仮
称
）
大
網
白
里
市

子
育
て
交
流
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
の

指
定
に
つ
い
て
】

問　

指
定
管
理
者
が
適
正
な
管
理
を
す
る

た
め
に
事
業
報
告
や
市
と
し
て
の
実
地
調

査
や
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
す
る
と
い
う
が
、
ど

の
く
ら
い
の
頻
度
で
行
う
か
。

答　

事
業
報
告
に
つ
い
て
は
、
大
網
白
里

市
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定

手
続
き
等
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ

き
、
年
１
回
行
う
こ
と
と
な
る
。
現
地
確

認
な
ど
に
つ
い
て
は
、
頻
度
の
定
め
は
な

い
こ
と
か
ら
、
適
切
な
回
数
を
業
者
と
協

議
し
て
い
き
た
い
。

●
陳
情
第
７
号
【
２
０
１
９
年
６
月
26
日

午
後
８
時
10
分
頃
大
網
駅
内
で
ト
ビ
込
み

事
故
に
つ
い
て
の
陳
情
】

◦
陳
情
に
は
、
い
じ
め
分
析
の
専
門
家
を

集
め
て
ほ
し
い
と
あ
る
が
、
一
方
で
、
陳

情
者
自
身
は
三
十
数
年
間
の
実
績
で
分
か

る
け
れ
ど
も
、
ほ
か
の
学
者
は
ほ
と
ん
ど

分
か
ら
な
い
と
言
及
し
て
い
る
た
め
、
実

際
に
そ
の
よ
う
な
専
門
家
は
い
な
い
の
で

は
な
い
か
。

◦
美
術
の
時
間
が
減
っ
た
の
か
ど
う
か
分

か
ら
な
い
上
に
、
そ
の
こ
と
と
自
殺
の
因

果
関
係
に
つ
い
て
も
は
っ
き
り
と
は
分
か

ら
な
い
。

　

議
案
第
２
号
、
第
３
号
、
第
６
号
、
第

７
号
、
第
９
号
、
第
11
号
は
原
案
可
決
。

陳
情
第
７
号
は
不
採
択
と
な
り
ま
し
た
。

●
議
案
第
２
号
【
令
和
元
年
度
大
網
白
里

市
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
】

問　

補
正
を
組
む
理
由
に
つ
い
て
。

答　

３
年
ご
と
に
介
護
保
険
事
業
計
画
を

立
て
て
行
っ
て
い
る
が
、
平
成
30
年
度
決

算
額
の
確
定
に
伴
い
、
国
庫
補
助
金
の
返

還
等
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

●
議
案
第
３
号
【
令
和
元
年
度
大
網
白
里

市
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算
】

問　

本
案
は
、
医
師
を
集
め
る
た
め
の
施

策
と
し
て
必
要
と
い
う
こ
と
か
。

答　

現
在
、
大
網
病
院
は
日
本
消
化
器
内

視
鏡
学
会
の
指
導
施
設
と
し
て
認
定
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
を
維
持
す
る
上
で
、
内

視
鏡
レ
ポ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
必

要
が
あ
る
。
指
導
施
設
と
し
て
認
定
さ
れ

続
け
る
こ
と
に
よ
り
、
結
果
的
に
専
門
医

の
資
格
を
取
ろ
う
と
す
る
医
師
に
選
ば
れ

る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

●
議
案
第
６
号
【
大
網
白
里
市
立
幼
稚
園

保
育
料
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
】

問　

無
償
化
に
伴
う
市
の
負
担
に
つ
い
て

は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
。

答　

公
立
幼
稚
園
に
つ
い
て
は
、
園
児
数

に
応
じ
て
交
付
税
措
置
が
あ
る
。
私
立
幼

稚
園
に
つ
い
て
は
、
今
年
度
に
つ
い
て
は
、

臨
時
特
例
交
付
金
に
よ
り
補
填
さ
れ
る
。

●
議
案
第
７
号
【
大
網
白
里
市
印
鑑
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

●
議
案
第
13
号
【「
市
道
の
廃
止
及
び
変

更
並
び
に
認
定
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正

に
つ
い
て
】

問　

換
地
前
の
地
番
を
載
せ
た
以
外
に
は

何
か
あ
る
か
。

答　

市
独
自
の
決
め
方
が
あ
り
、
起
点
・

終
点
側
の
道
路
の
左
側
に
隣
接
す
る
土
地

の
表
示
を
す
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が

な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

問　

ほ
か
の
市
道
は
問
題
な
い
か
。

答　

す
べ
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い
う
の
は

現
実
的
に
は
難
し
い
が
、
道
路
改
良
や
調

査
を
実
施
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の

都
度
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
き
た
い
。

　

議
案
第
10
号
、
第
12
号
及
び
第
13
号
は

原
案
可
決
。

　

請
願
第
４
号
は
、
採
択
と
な
り
ま
し
た
。

●
議
案
第
10
号
【
大
網
白
里
市
下
水
道
事

業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て
】

問　

議
案
第
５
号
（
職
員
定
数
条
例
の
一

部
改
正
）
と
関
連
す
る
が
、
職
員
の
増
減

は
な
い
の
か
。

答　

現
在
の
職
員
を
そ
の
ま
ま
振
り
替
え

る
の
み
で
、
職
員
数
の
増
減
は
な
い
。

●
議
案
第
12
号
【
市
道
の
廃
止
及
び
変
更

に
つ
い
て
】

問　

市
道
１
２
─
０
０
２
号
線
を
変
更
し

た
と
き
に
０
３
４
９
号
線
を
変
更
し
な

か
っ
た
理
由
は
。

答　

０
３
４
９
号
線
は
、
当
時
、
工
事
が

完
了
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
。

総
務
常
任
委
員
会

文
教
福
祉
常
任
委
員
会

産
業
建
設
常
任
委
員
会

　

９
月
11
日
に
総
務
常
任
委
員
会
を
開
催
し
、
付
託
さ
れ
た
議
案
４
件
及
び
陳
情

１
件
に
つ
い
て
慎
重
な
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

９
月
12
日
に
文
教
福
祉
常
任
委
員
会
を
開
催
し
、
付
託
さ
れ
た
議
案
６
件
及
び

陳
情
１
件
に
つ
い
て
慎
重
な
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

９
月
12
日
に
産
業
建
設
常
任
委
員
会
を
開
催
し
、
付
託
さ
れ
た
議
案
３
件

及
び
請
願
１
件
に
つ
い
て
慎
重
な
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

総
務
常
任
委
員
会

委
員
長
　
堀

本

孝

雄

副
委
員
長
　
小
　
倉
　
利
　
昭

委
　
　
員
　
小
金
井
　
　
　
勉

委
　
　
員
　
北

田

宏

彦

委
　
　
員
　
前
之
園
　
孝
　
光

委
　
　
員
　
佐
久
間
　
久
　
良

文
教
福
祉
常
任
委
員
会

委
員
長
　
秋
　
葉
　
好
　
美

副
委
員
長
　
森
　
　
　
建
　
二

委
　
　
員
　
蛭

田

公
二
郎

委
　
　
員
　
田
　
辺
　
正
　
弘

委
　
　
員
　
宮

間

文

夫

委
　
　
員
　
倉
　
持
　
安
　
幸

産
業
建
設
常
任
委
員
会

委
員
長
　
黒
　
須
　
俊
　
隆

副
委
員
長
　
石
　
渡
　
登
志
男

委
　
　
員
　
山
　
田
　
繁
　
子

委
　
　
員
　
加
藤
岡
　
美
佐
子

～議案等に対する細やかなチェックを行いました！～

　
審
査
結
果
に
つ
い
て

　
審
査
結
果
に
つ
い
て

　
　
こ
ん
な
質
疑
が
あ
り
ま
し
た

　
　
こ
ん
な
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
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こ
ん
な
意
見
が
あ
り
ま
し
た

　
こ
ん
な
意
見
が
あ
り
ま
し
た

　
審
査
結
果
に
つ
い
て

　
　
こ
ん
な
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
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